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風力発電系統連系対策助成事業費助成金交付規程 

 

制定 平成１９年３月２７日 

平成１８年度規程第２６号 

一部改正 平成２０年３月３１日平成１９年度規程第６９号 

一部改正 平成２１年３月３１日平成２０年度規程第５１号 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成１４年法律第

１４５号。以下「機構法」という。）第１５条第１項第３号の規定に基づき、独立行政法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）が行う風力発電系統連系対策助

成事業費助成金（以下「助成金」という。）の交付手続等を定め、もってその業務の適性かつ

確実な処理を図ることを目的とする。 

 

 （適用範囲） 

第２条 機構が行う助成金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３

０年法律第１７９号）、機構法、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運

営並びに財務及び会計に関する省令（平成１５年経済産業省令第１２０号）、独立行政法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書（１５度新エネ第１０

０１００４号）の定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。 

 

 （交付の対象） 

第３条 機構は、風力発電の普及拡大時に懸念される出力変動を制御するため、風力発電所に

電力貯蔵設備を併設し、そこから得られる風力発電出力、電力貯蔵設備入出力電力、合成出力、

制御パラメータ、風況データ、気象データ、電力貯蔵設備及び制御システムの技術開発に必要

な実測データを取得し、蓄電システムの研究開発に資することを目的として行う事業(以下「助

成事業」という。)の実施に必要な経費のうち、別表に掲げる助成対象経費の範囲内で適当と

認める経費(以下「助成対象経費」という。)について、予算の範囲内において、当該助成事業

を行おうとする者(以下「助成事業者」という。)に対し、当該助成対象経費の一部に充てるた

め、助成金を交付する。 

 

 （助成金の額及び助成率） 

第４条 前条に規定する助成金の額は、助成対象経費に助成率を乗じた金額の範囲内とする。 

 

 （交付の申請） 

第５条 助成金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第１による助

成金交付申請書（以下「交付申請書」という。）に機構が指示する書類を添付して、機構が指

定する期日までに提出しなければならない。 

２ 申請者は、前項の場合において、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計

額の助成率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交

付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでな
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いものについては、この限りでない。 

 

 （交付の決定） 

第６条 機構は、前条第１項の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書

類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成金を交付すべきものと認めたときは、

速やかに助成金の交付の決定を行い、様式第２による交付決定通知書により申請者に通知する

ものとする。この場合において、機構は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、

当該申請に係る事項につき修正を加えて通知を行うものとする。 

２ 機構は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができるものとする。 

３ 機構は、第１項による交付の決定を行うに当たっては、前条第２項により助成金に係る消費

税等仕入控除税額について減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し、

適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して交付の決定を行うものとする。 

４ 機構は、前条第２項ただし書による交付の申請がなされたものについては、助成金に係る消

費税等仕入控除税額について、助成金の額の確定において減額するものとし、その旨の条件

を付して交付の決定を行うものとする。 

５ 機構は、助成金の交付が適当でないと認めたときは理由を付して、その旨を申請者に通知す

るものとする。 

 

 （交付の条件） 

第７条 機構は助成金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を付すものと

する。 

一 助成事業者は、本規程、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な

る管理者の注意を持って助成事業を行うこと。 

二 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は

助成事業の遂行が困難となった場合においては、第１０条の規定に基づき速やかに機構に報

告し、その指示を受けること。 

三 助成事業者は、第９条第１項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ機構の承認を

受けること。 

四 助成事業者は、助成事業の実施に関し契約をする場合において、助成事業の運営上、競争

入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によること。 

五 助成事業者は機構が助成事業に係る実績の報告を受け、その報告等に係る助成事業の実績

が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、機構の指

示に従うこと。 

六 助成事業者は、機構が第１８条第１項の規定による助成金の交付の決定の全部又は一部を

取り消したときは、これに従うこと。 

七 助成事業者は、機構が第１５条第３項の規定による助成金の返還を請求したときは、機構

が指定する期日までに返還する。この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、

第１５条第６項の規定に基づき延滞金を納付すること。 

八 助成事業者は、機構が第１８条第４項の規定による助成金の全部又は一部の返還を請求し

たときは、機構が指定する期日までに返還するとともに、第１８条第５項の規定に基づき、

加算金を併せて納付すること。この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、

第１８条第６項の規定に基づき延滞金を納付すること。 

九 助成事業者は、機構が助成事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現地

調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずること。 
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十 助成事業者は、助成事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産

等」という。）については、善良なる管理者の注意を持って管理し、その管理に係る台帳を

備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分（助成金の交付の目的

に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保提供等に供することをいう。）

しようとするときは、あらかじめ機構の承認を受けること。 

十一 助成事業者は、第２１条第３項及び第２２条第４項の規定に基づく取得財産等の処分に

より収入益が生じたときは、機構の請求に応じ、その収入の全部又は一部（消費税及び地方

消費税相当額を除く。）を納付すること。 

十二 助成事業者は、第８条の規定に基づく当該交付の決定に係る申請の取下げをしようとす

るときは、機構に報告すること。 

十三 助成事業者は、助成事業終了後、機構の指示に従い、助成事業の効果等を報告すること。 

十四 助成事業者は、機構が助成事業期間中に実施する助成事業に係わる評価に協力し、かつ、

その結果に基づく指示に従わなければならない。 

十五 助成事業者は、助成事業を実施した結果得られた成果について、第三者への不正な流出

を防止するために、従業員等との間で退職後の取り決めを含めた秘密保持契約を締結するな

ど、必要な措置をとるよう努めなければならない。また、助成事業者は、不正に第三者への

流出があった場合には、遅滞なく機構に報告するとともに、不正行為者に対し法的措置を講

ずるなど、適切に対処しなければならない。 

十六 助成事業者は、日本国政府の予算又は方針の変更等により、交付決定の内容の変更を行

う必要が生じたときは、機構の指示に従うべきこと。 

十七 助成事業者は、助成事業の完了後５年間、機構が実施する事後評価及び追跡調査・評価

に協力しなくてはならない。（なお、助成事業の完了から５年度目の状況によっては、助成

事業者の合意を得た上で、当該期間を延長することがある。） 

十八 助成事業者は、助成事業の完了後２年間、機構が指定する方法に従い、実測データ等を

取得するとともに、当該取得データ等を提出しなければならない。 

十九 助成事業者は、助成事業に従事した者が、助成事業に関して研究活動の不正行為（研究

成果の中に示されたデータや研究結果等をねつ造、改ざん及び盗用する行為をいう。以下、

同じ。）を行った疑いがあると認められる場合は、調査を実施し、その結果を文書で機構に

報告すること。（この場合、助成事業者は、経済産業省「研究活動の不正行為への対応に関

する指針」（平成 19 年 12 月 26 日制定）に基づき調査を行うこと。） 

二十 助成事業者は、経済産業省「公的研究費の不正な使用等への対応に関する指針」（平成

20 年 12 月 3 日制定）に基づき不正な使用等（研究資金の他の用途への使用又は本規程の内

容若しくはこれらに付した条件に違反して使用する行為及び偽りその他不正の手段により

研究資金を受給する行為。以下同じ。）の十分な抑止機能を備えた体制整備等に努めること。 

 

 （申請の取下げ） 

第８条 第６条第１項の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた者は、当該通知に係る助

成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取下げようとする

ときは、当該通知を受けた日から起算して１０日以内に、様式第３による交付申請取下げ届出

書を機構に提出しなければならない。 

 

  （計画変更等の承認等） 

第９条 助成事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ様式第４による計画変更承

認申請書を機構に提出し、その承認を受けなければならない。 
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一 助成事業の内容を変更しようとするとき。 

二 助成対象経費の費目ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、助成対象経費

の合計額の２０パーセントを超えない流用である場合を除く。 

三 助成事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。 

四 助成事業の全部もしくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 機構は、前項に基づく計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係

る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を当該助成事業者に通知

するものとする。 

３ 機構は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を

付すことができる。 

 

 (遅延等の報告) 

第１０条 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合

又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第５による遅延等報告書を

機構に提出し、その指示に従わなければならない。 

 

 （状況等の報告） 

第１１条 助成事業者は、機構が特に必要と認めて指示したときは、その指示した期間に係る助

成事業の実施状況について、指示する期日までに様式第６による実施状況報告書を機構に提出

しなければならない。 

 

 （事業成果報告） 

第１２条 助成事業者は、助成事業の完了するまでに（第９条第１項第４号に規定する助成事業

の中止又は廃止の承認を受けた場合は承認後遅滞なく）様式第７による事業成果報告書を機構

に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１３条 助成事業者は、助成事業が完了したとき（助成事業の中止又は廃止の承認を受けたと

きを含む。）は、完了の日（助成事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認の通知

を受けた日）から起算して３０日以内又は当該助成事業の完了した日の属する機構の会計年度

の３月２０日のいずれか早い日までに、様式第８による実績報告書を機構に提出しなければな

らない。 

２ 助成事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、助成金に係る消費税等仕入控除税額が明

らかな場合は、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

３ 助成事業者は、助成事業が機構の会計年度内に終了しなかったときは、当該翌会計年度の末

日までに様式第８による年度末実績報告書を機構に提出しなければならない。 

４ 第１項又は前項の場合において、やむを得ない理由によりその提出が遅延する場合には、あ

らかじめ機構の承認を受けなければならない。 

 

 （助成事業の承継） 

第１４条 機構は、助成事業者について相続、法人の合併又は分割等により助成事業を行う者が

変更される場合において、その変更により事業を承継する者が当該助成事業を継続して実施し

ようとするときは、様式第９による承継承認申請書をあらかじめ提出させることにより、その

者が助成金の交付に係る変更前の助成事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことが
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できる。 

 

（助成金額の確定等） 

第１５条 機構は第１３条第１項の実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定

の内容（第９条第１項の規定に基づく承認をしたときは、その承認された内容）及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第１０による確定

通知書により助成事業者に通知するものとする。 

２ 前項の助成金の額の確定は、配分された助成対象経費の費目ごとの実支出額に助成率を乗じ

て得た額と、これらに対応する交付決定された助成金の額（変更された場合は、変更された額

とする。）とのいずれか低い額の合計額とする。 

３ 機構は、助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える

助成金が支払われているときは、期限を付して、その超える部分の助成金の返還を請求するも

のとする。 

４ 機構は前項に基づき助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を速やかに助

成事業者に通知するものとする。 

一 返還すべき助成金の額 

二 延滞金に関する事項 

三 納期日 

５ 機構は、助成事業者が第３項の規定による請求を受け、当該助成金を返還したときは、様式

第１１による返還報告書を提出させるものである。 

６ 機構は、助成事業者が、返還すべき助成金を第４項第３号に規定する納期日までに納付しな

かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年利１０．

９５％の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。 

 

 （消費税等仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還） 

第１６条 助成事業者は、助成事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る

消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第１２による消費税額及び地方消費税額の確

定に伴う報告書を速やかに機構に提出しなければならない。 

２ 機構は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部

の返還を請求するものとする。 

３ 前条第６項の規定は、前項の返還を請求する場合について準用する。 

 

 （助成金の支払） 

第１７条 機構は、第１５条第１項の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に助成金を

支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、概算払をすることが出来る。 

２ 助成事業者は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、様式第１３による

精算（概算）払請求書を機構に提出しなければならない。 

 

 （交付決定の取消し等） 

第１８条 機構は、第８条の規定による申出若しくは第９条第１項第４号の規定による申請があ

った場合及び次の各号の一に該当すると認められる場合には、第６条第１項の規定による助成

金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した

条件を変更することができる。 
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一 助成事業者が、法令、本規程又は本規程に基づく機構の処分若しくは指示に違反した場合。 

二 助成事業者が、助成金を助成事業以外の用途に使用した場合。 

三 助成事業者が、助成事業等に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合。 

四 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事業の変更により、助成事業の全部又

は一部を継続する必要がなくなった場合。 

五 助成事業に従事した者が、助成事業に関して研究活動の不正行為を行った者、関与した者

又は責任を負う者として認定されたとき。 

六 助成事業に従事した者が、助成事業に関して公的研究費の不正な使用等があったと認定さ

れたとき。 

２ 前項の規定は、第１５条に規定する助成金の額の確定があった後においても適用があるもの

とする。 

３ 機構は、第１項に基づく取消し又は変更をしたときは、速やかに助成事業者に通知するもの

とする。 

４ 機構は、第１項の規定による取消しをした場合において、その取消しに係る部分に関して既

に助成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を請求する

ものとする。 

５ 機構は、前項の返還を請求するときは、第１項第４号に規定する場合を除き、当該助成金の

受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけ

るその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年利１０．９５％の割合で計算し

た加算金を併せて当該助成事業者から徴収するものとする。 

６ 第１５条第４項から第６項の規定は、第４項の規定に基づく助成金の返還の場合について準

用する。この場合において、第１５条第５項中「様式第１１」とあるのは、「様式第１４」と

読み替えるものとする。 

 

 (加算金の計算) 

第１９条 機構は、助成金が２回以上に分けて交付されている場合においては、返還を請求した

額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日

に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼり、それぞれ

の受領の日において受領したものとして当該返還に係る加算金を徴収するものとする。 

２ 機構は、加算金を徴収する場合において、助成事業者の納付した金額が返還を請求した助成

金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものと

する。 

 

 (延滞金の計算) 

第２０条 機構は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が

納付されたときは、当該未納付金からその納付金額を控除した額を基礎として当該納付の翌日

以後の期間に係る延滞金の計算をするものとする。 

２ 前条第２項の規定は、前項の延滞金を徴収する場合に準用する。 

 

 (財産の管理等) 

第２１条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」

という。)については、助成事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、助

成金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 助成事業者は、取得財産等について様式第１５による取得財産等管理台帳を備え管理すると
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ともに、当該年度に取得財産等があるときは、様式第１６による取得財産等管理明細表を第１

２条第１項に定める助成事業実績報告書に添付して提出するものとする。 

３ 機構は、助成事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又は収入があると認

められるときは、その収入の全部又は一部を機構に納付させることができるものとする。 

 

 (財産処分の制限等) 

第２２条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０

万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２ 取得財産等の処分を制限する期間は、昭和５３年通商産業省告示第３６０号を準用する。 

３ 助成事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等

を処分しようとするときは、あらかじめ様式第１７による財産処分承認申請書を機構に提出し、

その承認を受けなければならない。 

４ 前条第３項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

５ 第２項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより助成事業

者が得た収入については、前条第３項の規定は適用しない。 

 

 （産業財産権） 

第２３条 助成事業者は、助成事業に基づく発明、考案等に関して、機構の知的財産権管理規程

（平成１５年度規程第２５号）第３条第１項第１号に規定する産業財産権を助成事業年度又は

助成事業年度の終了後５年以内に出願若しくは取得した場合、又はそれらを譲渡若しくは実施

権を設定した場合には、当該年度の終了後３０日以内に様式１８による産業財産権等届出書を

機構に提出するものとする。 

 

 （助成金の収益納付） 

第２４条 助成事業者は、助成事業の成果に基づく知的財産権（機構の知的財産権管理規定（平

成１５年度規定第２５号）第３条第１項に規定する知的財産権をいう。）の譲渡又はそれらの

実施権の設定により収益があったときは、様式第１９による収益状況報告書を機構に提出する

ものとする。 

２ 前項の規定に基づく報告は、助成事業が完了した日の属する会計年度の翌年度以降５年間と

する。 

３ 機構は、第１項の報告に基づき、助成事業に相当の収益を生じたと認めたときは、助成事業

者に対して交付した助成金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることが出来る。 

４ 前項に規定により納付を命ずることが出来る金額の合計額は、助成金の確定額の合計額を上

限とする。 

 

 （助成事業の経理等） 

第２５条 助成事業者は、助成事業の経理について助成事業以外の経理と明確に区分し、その収

支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠

書類を助成事業の完了した日又は助成事業の廃止の承認があった日の属する会計年度の終了

後５年間保存しなければならない。 

 

 

附則 

この規程は、平成１９年３月２７日から施行する。 
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附則（平成１９年度規程第６９号） 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則（平成２０年度規程第５１号） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
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（別表） 

 

助成対象経費 

 

 

区 分 

 

内    容 

 

助成率 

 

備 考 

 

設計費 

 

助成事業に必要な機械装置等の設計費（他の補助金

等の対象となるものを除く。） 

  

 

設備費 

 

助成事業に必要な電力貯蔵設備、機械装置、監視装

置、配線・配管類及びこれらに付帯する設備の購入、

製造（改造を含む。）、据付、輸送、保管に要する経

費（他の補助金等の対象となるものを除く。） 

 

 

 

 

 

 １／３以内 

 

 

工事費 

 

助成事業の実施に必要不可欠な工事に要する経費

（他の補助金の対象となるものを除く。） 

 

  

 

諸経費 

 

 

 

助成事業（データ計測に係るものを除く）を行うた

めに直接必要なその他経費（工事負担金（電力、水

道、ガス）、管理費（旅費、会議費等））（他の補助金

の対象となるものを除く。） 

  




